
第６回阿賀町入札監視委員会会議録 

 
１．日 時   平成２０年９月３０日 １３時１５分～１５時３０分 
 
２．会 場   阿賀町役場３階第３会議室 
 
３．出席者   委員   沢田委員長、伊津委員、五十嵐委員、関塚委員、鷲尾委員 

町側   長谷川副町長、加藤総務課長、眞田行政管財係長、近藤主任 
         
４．議案 

 ●入札関係要領等の改正について(委員会設置要綱第２条３項に基づく報告) 
  ①最低制限価格の運用及び町建設工事等低入札価格調査制度実施要領の 

一部改正について(７月１日付け) 
   ②簡易公募型指名競争入札(委託業務)試行要領の一部改正について(９月１日付け) 
   ③町共同企業体運用基準の一部改正について(９月１日付け) 

●抽出事案の説明・審議について 
  抽出事案 
  ・制限付一般競争入札 
   ①後地住宅建築工事(Ｂ棟)建築本体工事 
   ②阿賀町情報ネットワーク基盤構築工事 

・簡易公募型指名競争入札 
   ①後地住宅建築工事(Ｂ棟)機械設備工事 
   ②三川中学校屋内体育館耐震補強及び大規模改修(電気設備)工事 
   ③後地住宅建築工事(Ｂ棟)電気設備工事 
   ④取水施設工事 
  ・指名競争入札 
   ①南部浄水場外構２次工事 
   ②上川地区遊休施設解体工事 
  ・随意契約 
   ①五十嵐家上手蔵壁復旧工事 

●その他資料 
  ・再入札実施案件の入札額の比較   

   ・落札率９５％以上全事案の入札額と差額の比較 
 
５．会議録   別紙のとおり 
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質問・意見 

 

総務課長 
 第６回の入札監視委員会の開会。次第に

従い、副町長・沢田委員長からあいさつを

お願いした。 
副町長 
 委員各位に親しくあいさつを述べた後、

入札監視委員会も６回を数え、１９年度の

審査結果を別冊のとおり報告案として取

りまとめさせていただいたので、後で審議

していただきたい。また、今回の委員会か

ら平成２０年度分の審査に入るわけだが、

報告書の内容に基づき住民にわかりやす

く納得のできる入札制度としていきたい

ので一層のご指導をお願いしたい。また、

本日の案件については２０年度第１四半

期の分となるわけだが、昨年度に比較して

落札率については全般に上昇傾向にある。

原因等についてもご指導いただきたい旨

を重ねてお願いして挨拶とした。 
沢田委員長 
 ６回目の監視委員会となる。阿賀町の入

札制度改革も一段落といったところだと

思うが、本日の新聞報道では民主党のマニ

フェストの中で、随意契約の全廃が報じら

れている。選挙の結果は別としても、これ

は国が先行して、やがて地方自治体へと波

及してくるものと思われる。阿賀町の公共

入札制度はかなり前進していると感じて

いる。１００点満点が無いといわれている

公共入札制度だが満点に近づけるべく私

たちも力を注いで行きたいと述べ挨拶と

した。 
総務課長 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

説明・答弁 
 会議に先立ち、次回開催日の変更につい  
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説明・答弁 質問・意見 

 

て協議を申し出、本来は１２月１日の予定

だったが、委員長急用により日時の調整を

お願いしたい旨の報告をし、全員で協議の

結果、１２月５日(金)午前１０時からに変

更することで了承された。以降、委員長に

進行を代わる旨を告げて交代した。 
沢田委員長 

次第に従い、さっそく次第１の「入札関

係要領等の改正について」を事務局より説

明を求めた。 
総務課長 

「最低制限価格の運用及び町建設工事

等低入札価格調査制度実施要領の一部改

正について」、「簡易公募型指名競争入札

(委託業務 )試行要領の一部改正につい

て」、「町共同企業体運用基準の一部改正に

ついて」の３件の改正内容について説明を

した。 
沢田委員長 
 ご質問ご意見ありませんか。 
 
 
総務課長 
 経常共同企業体の誤植です。 
総務課長 
 最低制限価格の算出根拠については、低

入札調査基準価格の算出根拠と同じとな

っている。なお、従来上限が８５％だった

ものを７月１日付けで県に準じて９０％

に引き上げも実施した。 
総務課長 
 低入札要領には失格要件が設定されて

おり１項目でも該当すれば失格となるシ
ステムなっている。 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊津委員 
 字句の確認だか、条文の一部で「経営共

同企業体」となっている部分があるが誤り

なのか。 
鷲尾委員 
 最低制限価格の算出根拠はあるのか。 
 
 
 
 
五十嵐委員 
 算出根拠となる数字に納得ができない。 
 
 

五十嵐委員 
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総務課長 

失格となる基準は承知してい

田係長 
はどのような理由であれ、それ

務課長 
れば、委員おっしゃるとおり細

 業者側も

る。また、県内市町村は積算歩掛りや単価

表、諸経費率などは全て県も含め同じもの

を使用している。工事については県の検査

をはじめ会計検査もあるので統一したも

のを使用しているので町独自のものを使

用しているわけでない。ただし、建築につ

いては設計事務所へ設計委託をしている

のでその限りでないが、見積等を徴して適

正単価での設計であると考えている。ま

た、請負業者についてもこれらのことは承

知しているものと考えている。 
 
 
 
眞

 町として

ぞれの項目において一定の基準を満たさ

ないものについては適正な施工が出来な

いという判断基準から失格要件を定めて

いる。 
 
 
 
総

 本来であ

かい部分まで調査をした中で判断をする

説明・答弁 質問・意見 

 - 
 今回の案件の積算内訳比較表を見ると、

直接工事費では、全業者ほぼ同じような内

訳となっている。その他の諸経費等の経費

については業者によるバラつきはあるもの

の、失格となった２社は同程度の経費計上

をしており、受注可能と判断するべき事案

ではなかったのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五十嵐委員 
 該当事案のほかにも失格案件があり、業

者側もそれを承知して応札しているという

ことであれば、やはり設計根拠に疑問を感

じる。 
 
 
 
 
五十嵐委員 
 事実、失格要件の１／３の価格で施工で

きるという業者がいる。安易に失格基準を

下回ったから失格ということではなく、聞

き取り調査等をするべきなのではないか。 
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べきとは思うが、調査をするには過去の委

員会でも説明したとおり多大な時間を要

することや技術的な部分で判断するに難

しいのが現実。こうしたことから町では県

に準じた形で一定の数値を下回った場合

は、品質確保や安全基準を満たせないとい

う基準を失格要件としている。 
 
 
 
 
 
眞田係長 

については、低入札価格調査制

問の無いことを確認して、抽

田委員長 
出案件の説明を事務局に求め

 設定基準

度実施要領第１２条に算出方法が定めら

れており、また失格要件についても第１４

条に定められている。設計書の内訳により

算出しているので、それぞれの工事により

異なった数値となる。その数値が上限の８

５％を超えていれば上限の８５％の設定

となり、６６％以下であれば下限の６６％

の設定となる。 
沢田委員長 
 他に意見質

出案件の選定理由について今回抽出委員

の鷲尾委員に説明を求めた。 
 
 
 
 
 
沢

 続いて、抽

た。 

説明・答弁 質問・意見 

 
 
 
 
 
 
鷲尾委員 
 私の質問の趣旨は、低入札基準価格をど

のように算出するのかということ。具体的

にどの案件がどうこうではなく、調査基準

価格を８５％から６６％で設定できるのに

なぜ上限の８５％に設定しているのかとい

うこと。６６％の設定はできないのか。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
鷲尾委員 

一般競争入札からは、受注金額の上位２

件を抽出した。簡易公募型指名競争入札で

は、１千万円以上で尚且つ９０％以上の４

件を抽出。指名競争入札では４００万円以

上で落札率９５％以上のものを２件、随意

契約は１件、全部で９件抽出した。 
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眞田係長 
ら様式６までを説明した。 

質問等を受け付けたが、特に

うち、「制限付一般競争入札」

見ありませんか。 

 様式１か

沢田委員長 
 説明に対し

無かったので続いて様式７号について、入

札方式ごとの説明を事務局に求めた。 
眞田係長 
 様式７の

の２件について説明した。 
沢田委員長 
 ご質問ご意

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

説明・答弁 質問・意見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鷲尾委員 

前にも話をしたが、低入札調査価格の設

定が８５％は高いと思う。更に県はこの度

上限を９０％に引き上げたとのことだが、

県は全国的に見ても新潟県が建設業の占め

る割合が多いことや、業界全体が疲弊して

いること等からの政策的な意図なんだろう

と思われる。しかし、財政的には逆行して

いることであり、町も県に準じて引き上げ

たとのことだが、企業努力により安い価格

を提示してきた業者を切り捨てるというこ

とは、結果として財政負担を増やし町民の

税負担増にも繋がってくるということを、

制度の根本の見直しも含めてもう一度検討

する余地があると考える。更に失格要件の

考え方だが、価格を細分化して一部経費の

基準を満たしていない業者を失格とする方

法は、全体でその基準を満たしている業者

をも失格させる可能性があり、制度として

は全体金額での比較とするべきなのではな

いのか。たまたま分類が違っただけで失格

とする現行の低入札制度は、まさしく失格

とさせるのを目的とした制度でしかなく、

私はその根本はそのような低入札をすくい
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総務課長 

布をした国交省からの要請文

田係長 
なければ、業者に詳細の提出を

 別冊で配

書「建設業における安心実現のための緊急

総合対策の適切な実施について」にもある

が、最低制限価格と低入札調査基準価格の

見直しについても求められている。一時、

公共事業においては設計額が高く、８０％

くらいの落札は当たり前という時期もあ

ったが、現在は実勢価格に基づく積算根拠

により設計されており、当町としてもこれ

らを踏まえ、また県に準じた形での改正を

行ったところ。次の諸経費における合算で

の判断については、それぞれの経費の中で

も安全管理上で必要不可欠な経費もあり、

このようなことからそれぞれの経費項目

において受注可否の材料としたい。 
 
眞

 確認でき

求めているところ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

説明・答弁 質問・意見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鷲尾委員 
 内訳書において合算して提出してきた業

者についての取り扱いはどうするのか。 
 
沢田委員長 
 只今の議論を受けて、最近の公共契約の

現状について説明すると、全国的に公共工

事予算はピーク時の 4 割減っている。しか

しそれに比べ業者数はそんなに減ってな

い。このような状況なので業者は生き残る

ために、低入札で受注して仕事を確保する

といった状況が多発した。諸経費のうち一

般管理費は給料に当たる部分であり、それ

を安く算定するということは従業員給料の

上げるのが本来の趣旨なのではないかと思

う。確かに材料費等が含まれる直接工事費

が低いのは粗悪工事に繋がる可能性があ

り、厳しくする必要はあるが、それ以外は

企業努力の部分でもあることからぜひ再考

願いたい。 

 - 7 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
眞田係長 

る数値は、調査基準価格より下 失格とな

のラインにあるため、業者が失格価格付近

での競争をした場合、失格となる業者が出

てくる場合がある。また、総額では失格し

ていなくても、項目ごとの積算が的確でな

く失格となるケースもある。また、先ほど

総務課長から説明があったとおり、それぞ

れの経費は、その必要性により分類計上さ

れている訳だが、なお、諸経費一括での判

断も含め今後の検討課題としたい。 
 
 

説明・答弁 質問・意見 

鷲尾委員 
 単抜き設計書や低入札制度を公表してい

る中で失格する業者が出てくるということ

は、たぶん経費での算出方法に誤りがある

ということだと思うが、そういうことは起

こりうるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊津委員 
 町としては、今後も合否については経費

値下げであり、現に毎年建設業に携わる従

業員給料は下がる一方だ。また、もう一面

として下請業者へのしわ寄せがある。下請

業者もそれを承知しているから、それなり

の工事をしてしまう。こうした従業員の賃

下げや下請業者いじめから、品質の確保と

いった観点での問題が取り上げられ国交省

も対策を講じたと聞いている。町において

は算定基準額を上げながらこのような事に

対応したいとのことだが、競争性を確保し

つつ、かつ安全で良質なインフラ整備をす

るということは理想で難しい課題でもあ

る。公共契約制度に 100 点満点の制度は無

いと言われるが、公正かつ適正な制度で、

業者から問われても説明できるよう、様々

な角度から検証し、より良い制度を目指し

てもらいたい。 
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総務課長 

低入札制度については 1 億円 改正後の

以上の工事が該当となり、以下については

最低制限価格の運用となる。昨年度低入札

制度を導入するにあたり、最低制限価格制

度を運用するか低入札調査制度を運用す

るかについては庁内でも議論したところ。

失格要件を設ける形で低入札調査制度を

運用してきたが、地元業者の声を聞くと、

低入札調査制度の場合、調査基準価格と失

格価格との間での競争となり、体力の無い

地元業者では大手営業所設置業者と価格

説明・答弁 質問・意見 

沢田委員長 
 項目ごとに区分して判断する方法は、国

交省と同じ方法と思われるが、国交省はあ

くまでも調査基準価格はあっても最低制限

価格にあたる失格要件はない。下回った場

合は失格とするわけだから慎重な運用が求

められる。 
鷲尾委員 
 失格要件を設ける目的は何なのかという

こと。品質管理ということであればその項

目での判断をすればよいこと。利益を多く

取るか少なく取るかは会社の問題。企業努

力をしたところが受注できなくて、そうで

ないところが受注するのは矛盾しているよ

うに思う。トータルで失格ということであ

れば適用もやむを得ないが、項目での失格

については、救うべく要領の運用を検討す

べき。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

をそれぞれ区分して判断していくというこ

とでよろしいか。ただ先ほどからの意見の

とおり失格基準としてそこまで細かくなく

ても良いのではという意見もあるので運用

方法を検討してはいかがか。 
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競争できないという声が強く寄せられた

ことなども考慮し今回改正したもの。 
 
 
 
総務課長 

領については試行要領であり、

務課長 
とも充分理解できるが、先ほど

ないことを確認し、次の簡易

「簡易公募型指名競争入札」4

見ありませんか。 

田係長 
ついては、０円から１万円程度

 現在の要

監視委員の皆さんのご意見をはじめ様々

なご意見を反映しながら適した要領とし

ていきたい。 
 
総

 利益のこ

の委員長の説明にもあったとおり、低入札

の影響は下請業者へも反映してくる。地元

の業者は賃金が低水準にある中、さらにし

わ寄せがくる。適正な価格で品質の高い工

事を施工してもらいたいというのが町の

考え方である。 
沢田委員長 
 他に質問が

公募型指名競争入札の案件の説明を事務

局に求めた。 
眞田係長 
 様式 7 の

件について説明した。 
沢田委員長 
 ご質問ご意

 
 
 
眞

 近似値に

の範囲のものを赤字表記したものだが、次

説明・答弁 質問・意見 

 
伊津委員 
 改正に際しては、実施要領だから議会承

認はいらないということでよろしいか。要

領があまりコロコロ変わるのもどうかと思

うが。 
  
  
 
鷲尾委員 

ひとつの項目が失格要件に該当しただけ

でダメというのも厳しいのではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沢田委員長 
 資料に「積算内訳書比較表」が添付され

ているが、赤字の近似値については、どの

ような基準で表記しているのか。金額によ

り近似値の基準は違うように思うが。 
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回からは単価や細目で比較することとし

たい。なお、比較表についても町の積算も

比較できるよう表を作成するようにした

い。 
 
総務課長 

多い場合、同じ業者から見積を

ないことを確認し、次の指名

競争入札の案件の説明を事務局に求めた。

の「指名競争入札」２件につい

て

見ありませんか。 

田係長 
については、全て廃棄物の取扱

ないことを確認し、次の随意

契

の「随意契約」１件について説

 既製品が

徴し入札根拠としている場合も多く、その

結果入札額が近似したものと想定できる。

沢田委員長 
他に質問が

眞田係長 
様式 7
説明した。 

沢田委員長 
 ご質問ご意

 
 
 
 
 
眞

 指名業者

資格を有している業者であるので、下請け

に出すことなく自社施工での見積もりと

思われる。入札額の近似については解体 
工事であることから、大きな差が出なかっ

たのではないかと推察される。 
沢田委員長 

他に質問が

約の案件の説明を事務局に求めた。 
眞田係長 

様式 7

 
 
 
沢田委員長 

抽出案件②については、入札額が近似し

ているが、何か理由が考えられるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沢田委員長 
 抽出案件②の入札額についても近似して

いるが理由が考えられるのか。 
五十嵐委員 
 解体を専門に取り扱う業者もいる。下請

けに出すため同一の業者から見積を徴した

等の理由も考えられるのではないか。 
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明した。 
沢田委員長 

見ありませんか。 

務課長 
件については、入札不調による

田委員長 
見がないことを確認し、次の

そ

 ご質問ご意

 
 
総

 今回の案

随意契約の案件だが、基本的には自治令で

定められている金額以上のものについて

は入札で対応する。 
 
 
 
 
 
 
沢

他に質問意

の他の案件「平成１９年度阿賀町入札監

視委員会報告書(案)」について質疑を受け

付けたが、案のとおりで了承され、全ての

事案を終了し閉会とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
関塚委員 
 随意契約は、落札率がどうしても高くな

るが今後の運用についてはどのように考え

ているのか。 
 
 
 
伊津委員 
 全般にわたって不自然と思われる部分は

あるが、今後も注意深く資料等を参考にし

ながら考察することが大事だ。 
沢田委員長 
 今後については、現行の指名競争入札に

ついても、一般競争入札等への制度移行を

進めるべきと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問・意見 説明・答弁 

 - 12 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問・意見 説明・答弁 

 - 13 - 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


